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はじめに 

 公的集合住宅における住戸・住棟の改善は、公

営住宅では1974年に「住戸改良事業」が制度化さ

れており、公団賃貸住宅でも 1982 年から 2 戸 1

化の事業が行われるなど、すでに数十年に渡る長

い歴史と多くの実績を持っている。もちろん当時

は「リノベーション」などという言葉はなかった

が、改善の考え方や内容は今日のリノベーション

と共通するものであり、学ぶところが多いものと

思われる。 

 本稿ではこのような観点から公的集合住宅で行

われてきた改善事業の内容を概括し、その成果及

び課題を整理するとともに、マンションのリノベ

ーションに関しても若干の考察を行う。 

 

リノベーションの類型化 

 公的集合住宅と一口に言っても、供給する主体

には公営・公団・住宅供給公社など様々な種類が

あるが、リノベーションを行う目的は基本的に共

通している。建設後年数を経て劣化した建物や設

備を新築時点のレベルに回復させるとともに、今

日と比べて相対的に低下した住宅の水準を向上さ

せようとするものである。このような改善の方法

として、これまでは古い建物を除却し新しく建設

し直す「建替」が主に取られてきたが、マスハウ

ジング期に大量に建設されたストックが一斉に更

新時期を迎え建替だけでは対応しきれないこと、

建替には様々な経済的・社会的コストがかかり実

施は簡単ではないこと、及び地球環境への配慮か

らストックを長期的に活用することが求められて

いることなどから、近年では建替からリノベーシ

ョンに力点が移ってきている。 

 公営・公団・公社で行われるリノベーションは、

事業の制度や方法はそれぞれ異なっているが、そ

の内容はおおよそ［図１］のような形で整理出来

よう。最も一般的な中層・南面平行の団地形式の

集合住宅を想定しつつ、住戸の内部から共用部

分・住棟、そして屋外へという順番で考えていく

と、次に示す８つの類型に分けて捉えることが出

来ると思われる。 

 

①(設備を)替える 

 劣化した給排水管を新しいものに取り替えると

いう機能回復的な対応から、電気機器をより高い

アンペアに対応するよう切り替えたり、キッチン

やトイレ・浴室などで古くなって機能の衰えた設

備を現代的なものに取り替えるという機能向上的

な対応まで、様々な設備の更新が行われる。 
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図１ 公的賃貸住宅で行われるリノベーションの類型化 



②(設備を)加える 

 建設時点ではついていなかったが、今日の生活

からすれば必要となった、給湯器や洗面化粧台、

洗濯機置き場、インターホンなどの設備を新たに

追加する。また、バリアフリー対応で、廊下等に

手摺り等を取り付けることも行われる。 

③(間取りを)変える 

 ダイニングと居室を一つにして広いLDKに変え

たり、和室を洋室に改装するなど、間取りを現在

の暮らしに合わせて変える。その際には床をフロ

ーリングに変更し、同時にバリアフリー対応で室

内の段差をなくす場合が多い。また、これまでな

かった浴室をつくるために水回りを中心に間取り

を変えたり、一体だった浴室とトイレを分離する

場合などもみられる。 

④(住戸を)つなげる 

 隣接する住戸間の壁を取り除いて、一つの住戸

として整備し使用する。いわゆる「2戸1」と呼ば

れる手法で、戸境壁を抜いて横方向につなぐ「水

平」型と、床スラブを抜いて縦方向につなぐ「メ

ゾネット」型とがあり、より工事の行いやすい水

平型の方が事例は多いと思われる。水平型では居

室同士をつなぐか、どちらか一方の水回り設備を

取り除いて廊下に変える方法、メゾネット型では

押入などの収納部分を取り除いて階段とする方法

などがみられる。玄関も２つあることになるが、

一方はふさいでしまう場合と、勝手口として残す

場合とがある。 

⑤(住戸を)広げる 

 新たに棟を増築して既存の住棟とつないで、住

戸をより広いものにする。階段室毎に増築棟を建

設する形をとり、増築棟は敷地に余裕のある南

側・バルコニー側につくられることが多いが、北

側・階段室側につくる場合もみられる。これによ

って１～２室程度が増えることとなり、増築部分

にこれまではなかった浴室や洗濯機置き場を新設

する場合もある。 

⑥(共用部分を)直す 

 共用の廊下や階段を改修したり、バリアフリー

対応のため手摺りやスロープをつけたりする。屋

上や外壁の一般的な補修を行うほか、耐震改修を

行ったり、外壁の色や材質を改善するような場合

もみられる。 

⑦(共用部分を)足す 

 建設時点ではなかった共用部分の設備を新たに

つくる。エレベータ設置が典型的で、廊下型住棟

の場合には外廊下に面してエレベータ１基を建設

して接続、階段室型住棟の場合は階段室毎にエレ

ベータを設置して踊り場で接続する。後者の場合

は階段を半階分上下しなければならない。階段室

住棟で北側に廊下棟を建設し、ここにエレベータ

をつけることで半階分の移動をなくすとともに、

住戸の玄関・浴室等を増設している例もある。 

⑧ (屋外を)整える 

 住棟廻りや団地全体の屋外環境を整備する。駐

車場の増設や駐輪場の設置、集会場や公園等の整

備、通路の段差解消によるバリアフリー化などが

挙げられる。 

 

 各類型に該当する内容については、後のページ

で具体的な事例を示す。これらのリノベーション

行為は、個別に行われるというのではなく、複数

の種類が同時にまとめて行われることが多い。公

営・公団・公社（ここでは大阪府を例示）それぞ

れの主体でみられるリノベーションを行う事業手

法に関して、これら類型との対応関係を整理して

みると、おおよそ［表１］のような形でまとめる

ことが出来よう。 

 個別の類型に対応する手法のほか、住戸内を対

象にして行われる①②③の類型をまとめて行うリ

ニューアル・リフォーム等の手法があり、さらに

は住戸内部から住棟全体・屋外まで含めてトータ

ルに改善を行う手法も検討・実施されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
規模増改善 ○ ○
住戸改善 ○ ○ ○
共用部分改善 ○ ○
屋外・外構改善 ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
２戸１ ○
増築 ○
ライフアップ ○ ○
リニューアル ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
トータルリニューアル ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
増築事業 ○
改造事業 ○
リフォーム ○ ○ ○
リフレッシュ ○ ○
再生賃貸住宅(公社型) ○ ○ ○

高齢者向け優良賃貸住宅

公
営

公
団

大
阪
府
公
社

手法

全面的改善(ﾄｰﾀﾙﾘﾓﾃﾞﾙ)

個
別
改
善

表１ リノベーション手法と類型との対応 



■リノベーションの各類型の具体例 （特徴的なものとして、①～⑤，⑦を紹介する） 
 概要 図面・写真 
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［ｽｰﾊﾟｰ 

ﾘﾌｫｰﾑ事業］ 

 

東京都 

都営住宅 
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［増築･南］ 

 

大阪府 

府営住宅 
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1988年実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

キッチン：改善前 → 改善後 浴室：改善前 → 改善後 

新たに設置された

洗面化粧台 

トイレは位置を変

えて新設、手摺り
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 概要 図面・写真 
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［増築･北］ 

 

大阪府 

市営住宅 
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［水平型］ 

 

愛知県 

公団住宅 
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共
用
部
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足
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［EV設置］ 
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リノベーションの課題・問題点 

 このような形で行われている公的賃貸住宅のリ

ノベーションであるが、課題も多い。まず、リノ

ベーションで出来る間取りが、必ずしも住みやす

いものではない点が挙げられる。③で住戸内の間

取りを変えるとしても、そもそもが狭いため対応

には限界があり、④で増築をする場合には、既存

棟と増築棟の接続部分は中途半端な空間になりが

ちである。⑤の２戸１でも、居住者は部屋自体の

広さには満足しているものの、台所・水回りを中

心に使いにくいとの意見があり、特にメゾネット

型では階段の設置により減った収納の少なさを不

満に思う声があるという 1)。このような問題は、

リノベーションの場合には建築的・技術的な制約

が多く、制約をクリアすることを第一に改善方法

が検討されがちなため、居住者のニーズを反映す

ることが行いにくいためと思われる。 

 リノベーションにかかるコストも大きな問題で

ある。リノベーションのコストは、改修後の家賃

で回収することが原則であり、家賃を上げても住

み手がみつかる、立地等の条件の良い場所でしか

リノベーションは実施出来ない。このような場所

では出来るだけ居住環境を向上させて魅力的な住

戸をつくり、新規入居者を集めることが求められ

るが、多額のコストがかかり家賃が上がりすぎれ

ば借り手がつかないため、かけるコストと得られ

る居住環境をどのあたりでバランスを取るかとい

うのは、難しい課題である。 

また、①～③のような改善をする場合、空家と

なった個々の住戸毎に工事を行ったのでは、手間

と費用は非常に大きくなる。④や⑤の住戸拡大、

⑥や⑦の共用部分の改修も、居住者が住んでいる

状況の中で行うのは、時間がかかりコストもかさ

む。そのため、住棟全体を空家とした上で多数の

メニューを同時に行うべく、前述のようなトータ

ルな改修手法が開発されたわけである。しかし、

リニューアルが実施出来るような条件の良い物件

では空家はなかなか出ないのであり、実施が望ま

しい物件でこそ大規模なリノベーションは難しい

という、相反する状況が生じてしまう。 

 これまでの様々な取り組みを通じて、リノベー

ションを行う技術自体は確立されてきている。問

題となっているのは、技術面以外の社会的・経済

的な部分であり、これらの課題を乗り越えて、望

ましいリノベーションを多くの住戸・住棟に対し

て広めていき、公的賃貸住宅の居住環境や価値を

高めてストックを適切に活用していくことが、現

在問われていることだといえよう。 

 

マンションの場合との比較考察 

 最後に、マンションで行われているリノベーシ

ョンと対比させながら、公的賃貸住宅・マンショ

ンそれぞれの今後のリノベーションのあり方につ

いて考えてみる。 

 今日のマンションでは、①～③に該当する、住

戸内のリフォームは数多く行われている。居住者

が生活の変化に合わせて自ら改善を行う場合や、

新規に購入した人が間取りや内装を全面的に入れ

替えて住み始めるという場合が多く見られる。行

われるリフォームのタイプも多種多様であり、

質・量ともに公的賃貸住宅をはるかに超えている

といえる(2)。区分所有によって住戸を専有するマ

ンションだからこそ出来ることであり、居住者＝

所有者がそれぞれに自分の望むリノベーションを

行うことによって、居住環境が大きく高まること

を表していよう。 

 この点については、公的賃貸住宅はマンション

に学ぶ部分が大きいといえる。所有者＝大家であ

る公的機関が改修を行って居住者に住んでもらう

だけではなく、居住者自らが改修を行う・改修に

参画するような仕組みが求められる。居住者自ら

が、というのは現在の管理運営の仕組みのもとで

は難しいだろうが、スケルトンとインフィルを分

離する考え方を取り入れ、建物＝スケルトンは公

的機関が所有して貸し出し、内装＝インフィルは

居住者自らが整備する・手を加えるという形が出

来れば、より望ましい住戸が生まれるのではない

か(1)。居住者による整備を前提として建物の賃貸

料を抑え、インフィルの改装の自由度を高めれば、

現在は人気がなく空家の多い団地でも希望者が出

てきて、公的機関では思いもよらない個性的な発

想の住まいをつくって住み始めるのではないかと

思われる(3)。これは、沈滞化した団地の活性化に

もつながろう。 



 一方で、マンションの場合には、①～③の住戸

を対象とした改善は行われているものの、⑥～⑧

の共用部分については、大幅な改善はそれほど行

われておらず(4)、手をつけているのは一部の意識

の高い管理組合で、それも共用空間の充実した団

地形式のものが中心かと思われる。住戸への関心

が強くて共用部分にまで意識が向かないためか、

それとも共用部分を改善しようという考えがそれ

ほど普及していないためなのかは分からないが、

公的賃貸住宅での様々な取り組みを参考としてマ

ンションでも検討されることが望ましい。 

 また、公的賃貸住宅で数多く実施されている④

や⑤に関しても、マンションで行われることは少

ない。④の増築は公的主体が分譲した団地型マン

ションでいくつかみられるが、⑤となると事例は

ないかあってもごくわずかなのではないか。この

ようなリノベーションを行うとなれば、専有部分

と専有部分、その間の共用部分とを合わせて扱う

ため、私有と共有とが入り交じるマンションで実

施するのは難しいのであろう。しかし、今後マン

ションに長く住み続け、狭い住戸を改善しようと

すれば、おのずとこのような対応も考えざるを得

ない。その意味で、公的賃貸住宅で培われたもの

を活かさない手はないであろう。特に団地型のマ

ンションであれば、公的賃貸住宅と建物の形状や

構造は同様であって、リノベーション手法の多く

はほぼ共通するものであり、蓄積された技術や経

験を十分に活用出来よう。 

 以上のように考えてみると、公的賃貸住宅とマ

ンションとの間では、［図２］のような形での相互

作用が期待されよう。公的賃貸住宅は一般型マン

ションから①～③の住戸内の自由な改装・改修の

考え方を取り入れ、より豊かで個性的な居住空間

を作り出す。団地型マンションは形状等の同じ公

的賃貸住宅で行われている、④⑤の住戸を大胆に

広げる・つなぐ手法を取り入れ、居住水準の向上

を目指す。一般型マンションでは⑥～⑧の共用部

分に対する改善の考え方を取り入れ、住棟や敷地

全体としての環境を高めていき、いずれは④⑤の

住戸の拡大も図る、というようにである。 

 

［補注］ 

(1)神奈川県住宅供給公社では、居住者が自ら費用を負担

してリフォームを行うという「手づくりリフォーム」を一

部の団地で実施している。公社が設定したパッケージから

選択する方式だが、実施した人の満足度は高く、定住意向

も高いという2)。 

(2) マンションリフォーム市場規模の推計によると、2000

年時点の公的賃貸住宅の専有部分のリフォームは 35400

件・168.8億円でストック1戸当たり0.013件・6346円な

のに対し、自住マンションでは277800 件・1875.5 億円で

戸当たり 0.092 件・61959 円と、件数・金額ともにマンシ

ョンが大幅に多い3)。 

(3) 逆の形ではあるが、大阪府住宅供給公社では、建築家

竹原義二氏による大胆なリフォーム（2DK をワンルームに

変更、土間を持つ和風の空間をつくるなど）を行った結果、

希望者が多数集まり入居待ちの状況になったという4)。 

(4)先のリフォーム推計3)では、公的賃貸住宅の共用部分リ

フォームが 1067.1 億円・40117 円/戸に対して、自住マン

ションは 1321.4 億円・43654 円/戸であり、専有部分に比

べると大きな差はなく、公的賃貸住宅の方が共用部分への

リフォームを積極的に行っているといえる。 
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